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北九州市では、平成２０年から令和２年度まで、医療機関関係、事業所関係、
家族会、行政の関係者により構成された「精神保健医療福祉連絡会議」を年に数
回実施する等、精神障害者の地域移行の取り組みについて協議してきました。

令和３年度より本市の付属機関（北九州市精神保健福祉審議会）で精神障害に
も対応した地域包括ケアシステムの構築について協議することとなり、医療機関、
福祉事業所、学識者、家族会、人権関係と更に幅の広い協議ができるようになり
ました。

精神障害の有無にかかわらず、すべての市民が、
互いの人格や個性を尊重し合いながら、安心して
いきいきと暮らすことのできる共生のまちづくり

北九州市

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
自治体情報シート（R６年度）
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北九州市

１１ 県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報県、指定都市、中核市、特別区の基礎情報

基本情報（都道府県等情報）北九州市

取組内容
【協議の場】

・北九州市精神保健福祉審議会の開催

【ピアサポート活動及び障害者家族の支援】

・ピアサポーター養成及びフォローアップ講座の実施

・家族相談会の実施

【精神医療相談の構築】

・夜間休日精神医療相談窓口の設置

【精神障害者の地域移行】

・ピアサポート活動の実施

・地域移行ガイドブックの作成、配布

・措置入院者の退院後支援

【研修】

・精神障害者地域移行研修の開催

か所1 
障害保健福祉圏域数
（R6年4月時点）

市町村1 市町村数（R6年4月時点）

人909,579 人口（R6年4月時点）

病院18 
精神科病院の数（R5年6月時
点）

床4,024 精神科病床数（R5年6月時点）

人3,287 合計入院精神障害者数

人651 ３か月未満（％：構成
割合）

（R5年6月時点）

％19.8 

人585 ３か月以上１年未満

％17.8 （％：構成割合）

人2,051 １年以上（％：構成割
合） ％62.4 

人579 
うち６５歳未

満

人1,472 
うち６５歳以

上

％-入院後３か月時点

退院率（R●年●月時点） ％-入院後６か月時点

％-入院後１年時点

か所1 
基幹相談支援センター

数
相談支援事業所数

か所23 一般相談支援事業所数（R6年10月時点）

か所122 特定相談支援事業所数

か所1 保健所数（R6年4月時点）

回／年35 
（自立支援）協議会の

開催頻度

（自立支援）協議会の開催頻度
（R5年度）

無
精神領域に関する議論

を
行う部会の有無

か所有・無都道府県精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムの構築に向けた保
健・医療・福祉関係者による協
議の場の設置状況
（R6年4月時点）

か所／障害
圏域数

／有・無
障害保健福

祉圏域

か所／市町
村数

1 ／1 有市町村
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22 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

北九州市

/
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北九州市

３-①３-① 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

/
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北九州市

３-②３-② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

/
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北九州市

４４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜昨年度までの成果・効果＞

具体的な成果・効果実績値
（昨年度末）

目標値
（昨年度当初）

課題解決の達成度を測る指標
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北九州市

５５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

見込んでいる成果・効果目標値
（今年度末）

現状値
（今年度当初）

課題解決の達成度を測る指標

【特徴（強み）】

課題・方針に対する視点別の認識（取組）課題解決に向けた取組
方針

課題
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北九州市

６６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための連携状況

【にも包括構築の体制】

所管部署における主な業務所管部署名

※各部門の状況はできるだけ詳しく記載ください

連携部署における主な業務連携部署名

強み・課題等各部門の連携状況
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北九州市

７７ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築のための協議の場の実施状況

【その他事項】 ※協議の場運営における課題や悩んでいる点、アドバイザーに相談したい事項など、自由に記載ください

特記事項等（課題・強み等）実施内容開催頻度協議の場の構成員名称
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北九州市

８８
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
スケジュール（今年度）
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
スケジュール（今年度）

具体的な取組実施内容時期（月）

法改正等を踏まえ、にも包括を再構築する。
短期目標
（今年度）

新規事業（心のサポーター養成事業・入院者訪問支援事業）の調整に着手する。
スモール
ステップ


